
高所作業車の運転業務特別講習 

 
令和２年７月２９日(水)に高所作業車の運転業務特別講習が本校で行われ、  

３年生の希望者１５名が学科と実技の習得に一生懸命取り組みました。 

作業床の高さが１０ｍ未満の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除

く）の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしな

ければならないことが義務付けられています。 


